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所有者不明土地に関連する動き

国交省の取組 自民党 民間プラットフォーム

所有者の所在の把握が難しい
土地への対応方策に関する
検討会

⇒現行制度を前提とした方策の検討等

H28.3

・検討会最終とりまとめ
・「所有者探索・利活用ガイド
ライン」策定

H29.3

・ガイドラインの改訂（第２版）等

（委員長：山野目教授）

議員懇談会

H28.10～

H29.4

提言とりまとめ

党政調・特命委員会

H29.6.1

中間とりまとめ

増田研究会
（所有者不明土地問題研究会）

⇒所有者不明土地の実態把握
経済・社会への影響

所有者不明土地問題の解決の
方向性

H29.6.26

中間整理公表（実態把握中心）

H29.10～12

提言公表（予定）

H29.4～

H29.6.9 骨太の方針・未来投資戦略（閣議決定）

H27.4～

引き続きフォローアップの実施

⇒土地制度全般の考え方から登記
制度に至るまで幅広く議論

H29.1～

⇒公共的事業促進の観点から議論

内閣府等

H29.2～
経済財政諮問会議
経済・財政一体改革推進委員会
（国と地方のシステムＷＧ） 等
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１ 背景 ①土地の資産価値に対する強い意識 → 土地の保有・管理に対する関心の低下、負担感
②伝統的な地縁・血縁社会の中での土地所有 → 先祖伝来の土地への関心の低下

２ 相続登記等が行われないままの土地が存在

３ 公共事業などで土地利用ニーズが生じると、問題が顕在化し、現場での対応は喫緊の課題

土地登記等の実務専門家（司法書士等）の団体、地方公共団体、法務省ほか関係府省等により、
①現場の課題を丁寧に把握、②実践的な方策を検討、
③施策分野横断的な、また関係機関が連携する取組を検討。

所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会①

・特に市区町村で、探索に係るノウハウや人手
の不足の問題

・地方公共団体において、財産管理制度の活
用が国と比較すると低位
・認可地縁団体の登記の特例等、近年措置さ
れた制度の周知、活用が必要

・相続登記の申請、農地法に基づく届出、農
協・森林組合への組合員変更の届出をはじ
めとした相続時申請及び各種届出の提出は
十分に実施されていない

実施せず 一部実施 全て実施

農地 12.9％ 76.6％ 10.5％

森林 17.9％ 76.0％ 6.1％

【相続登記、各種届出の提出状況】

契約対抗
件数注）１

不明土地
による未
契約件数

財産管理制
度活用件数

地方公共
団体注）２

73,476 363 19

国直轄 61,018 94 39

注）１ 契約済み及び契約に至っていない件数
注)２ 平成25年度に全国９地区用地対策連絡（協議）会加盟起業者のうち、任意の

地方公共団体88団体（都道府県39、市町村等49）に実態調査を実施
（国土交通省）

【H23年度に用地交渉後3年以上経過した契約対抗案件のうち、
次年度までに財産管理制度を活用して契約等に至った件数】

注）居住地とは異なる市町村に農地・森林を所有している2,121名を対象
に、「不動産登記簿への登記、市町村や農業委員会への所有者変更の
届出、森林組合・農協への組合員変更の届出、市町村資産税部局への
相続人代表指定届出」について、届出の状況についてインターネット
アンケートを実施（調査期間平成23年８月～９月）森林法に基づく届
出は、調査時点では施行前のため、届出の状況には含まれない

出典：平成23年度都市と農村の連係による持続可能な国土管理の推進に関
する調査報告書（平成24年３月国土交通省国土政策局）

【市区町村建設担当部局において、所有者情報の把握の際に、
苦労した点（上位５項目）〔複数回答〕 n=589】

注）平成27年度地域活性化に資する所有者不明の土地の活用に関する調査によるアン
ケート調査を一部改変〔速報値〕（国土交通省国土政策局）

１．多様な状況に応じた所有者探索や土地の利活用策に係るノウハウの横展開 ２．所有者とその所在の明確化

探索にかかるノウハウがなく、
手間と時間がかかった

298

所有者探索に割くことのできる人手がなかった 230

戸籍謄本等の交付等が認められなかった 101

住民票の写し等の交付が認められなかった 85

固定資産課税台帳の情報を提供してもらえなかった 65

平成27年４月「所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会」を設置。8回の検討を重ね、最終とりまとめ、ガイ
ドラインを平成28年3月に策定・公表。
その後の関係法令などの制度改正の内容等を反映し、平成29年3月にガイドラインを改訂・公表。(委員長：早稲田大学大学院山野目教授)

所有者の所在の把握が
難しい土地とは：

不動産登記簿等の所有者台帳
により、所有者が直ちに判明し
ない、又は判明しても連絡がつ
かない土地

背景と趣旨

現状の整理と対策の方向性：

２．所有者とその所在の明確化
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①所有者探索の円滑化 ②関連制度活用のための環境整備

ガイドラインの策定

・所有者の探索方法を事業別、
土地の状況別に整理
・所有者の探索等に活用できる
補助制度の紹介

現場の実務で活用されるガイドラインを目指し、
事例の追加、現場での利用状況を踏まえた継続的な見直しを行う

・財産管理制度や認可地縁団体の登記の
特例等、関連する既存制度の活用

・市区町村が専門家等に相談する際の相
談窓口や費用

・制度活用等についての豊富な事例

円滑な探索のための環境整備

・保存期間を経過した住民票の除票、戸
籍の附票の除票の活用
（市区町村の判断によること、個人情報の長
期間の保存となることに十分留意）

・戸籍の職務上請求の活用による事務
負担の軽減

② さらに社会情勢の変化を踏まえた、新たな国土政策や土地制度についての
長期的な視点からの政策論が必要

相続登記等の促進

・法務局と司法書士会が連携して、市
区町村に対する、死亡届受理時等に
おける相続登記促進のための取組に
ついての働きかけ
・地籍調査説明会等の土地への関心
が高まる各種機会を活用した働きか
け

① 上記改善策の取組状況についてフォローアップし、引き続き更なる改善を図る

１．多様な状況に応じた対応策に係るノウハウの横展開
２．所有者とその所在の明確化

事例：きめ細やかな案内により
届出が増加

京都府精華町では、土地所有者への
死亡時の各種届出の案内を総合窓口で
一元化するなど、きめ細やかな案内を行
うことで届出件数が増加。

農地法に基づく届出件数の変化：

（実施前）２～３件/年

⇒（実施後）20件/年

今後に向けて

関連制度活用のための
サポート体制の構築

・弁護士会、司法書士会、土地家屋調査士
会、行政書士会、不動産鑑定士協会連合
会による所有者の探索や関連制度の活
用に関する相談窓口の設置

・司法書士会での財産管理人の候補者リ
ストの作成

対策

対策の方向性

所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会②
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所有者不明土地等に関する特命委員会等

顧問 衆 石破 茂 金子 一義 根本 匠 野田 毅
森 英介

参 林 芳正

会長 衆 保岡 興治

副会長 衆 石田 真敏 奥野 信亮 上川 陽子
後藤 茂之 西村 明宏 葉梨 康弘

参 末松 信介 渡辺 猛之

幹事長 衆 上川 陽子（副会長兼任）

幹事長代理 衆 西村明宏（副会長兼任）

幹事 衆 上野賢一郎 鬼木 誠 門山 宏哲
金子万寿夫 宮﨑 政久 宮地 拓馬
山下 貴司 若狭 勝

参 井原 巧 高野光二郎 高橋 克法
瀧波 宏文 豊田 俊郎 野村 哲郎
三宅 伸吾

事務局長 参 豊田 俊郎（幹事兼任）

事務局次長 衆 宮﨑 政久（幹事兼任）

委員長 野田 毅

最高顧問 高村 正彦 保岡 興治

顧問 金子 一義

委員長代理 上川 陽子

副委員長 石田 真敏 梶山 弘志 金子 恭之 新藤 義孝
福井 照 森山 裕 佐藤 信秋 渡辺 猛之

幹事長 後藤 茂之

副幹事長 奥野 信亮 西村 明宏 滝波 宏文

幹事 松本 文明 内閣第二部会長
葉梨 康弘 総務部会長
古川 俊治 法務部会長
土井 亨 財務金融部会長
とかしきなおみ 厚生労働部会長
小泉 進次郎 農水部会長
うえの 賢一郎 経済産業部会長
中根 一幸 国土交通部会長
磯崎 仁彦 環境部会長

事務局長 山下 貴司

事務局長代理 宮﨑 政久 事務局次長 足立 敏之

オブザーバー 豊田 俊郎

○ 自民党「『所有者不明土地問題』に関する議員懇談会」（会長：保岡 興治議員）が２８年１０月から５回の会合を経
て２９年４月６日にとりまとめた提言を踏まえ、２９年４月に自民党政調に「所有者不明土地等に関する特命委員会」
（委員長：野田 毅議員）が新たに設置された。

「所有者不明土地問題」に関する議員懇談会

◆役員名簿

所有者不明土地等に関する特命委員会

◆役員名簿H28.10.18～ H29.4.18～

進藤金日子
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自由民主党 政務調査会
「所有者不明土地等に関する特命委員会 中間とりまとめ」より
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自由民主党 政務調査会
「所有者不明土地等に関する特命委員会 中間とりまとめ」より
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骨太の方針2017等（所有者不明土地関係）

３．主要分野ごとの改革の取組

（２）社会資本整備等

④所有者を特定することが困難な土地や十分に活用されていない土地・空き家等の有効活用

公共事業や農地・林地の集約化等において共通課題となっている所有者を特定することが困

難な土地に関して、地域の実情に応じた適切な利用や管理が図られるよう、共有地の管理に係
る同意要件の明確化や、公的機関の関与により地域ニーズに対応した幅広い公共的目的のた
めの利用を可能とする新たな仕組みの構築、長期間相続登記が未了の土地の解消を図るため
の方策等について、関係省庁が一体となって検討を行い、必要となる法案の次期通常国会へ
の提出を目指す。さらに、今後、人口減少に伴い所有者を特定することが困難な土地が増大す
ることも見据えて、登記制度や土地所有権の在り方等の中長期的課題については、関連する審
議会等において速やかに検討に着手し、経済財政諮問会議に状況を報告するものとする。
…（略）…。あわせて、法定相続情報証明制度の利用範囲を拡大するとともに、所有者情報の
収集・整備・利活用を推進するため、制度・体制の両面から更なる取組を進める。

■経済財政運営と改革の基本方針2017（平成29年6月9日閣議決定）

第２ 具体的施策

４．インフラの生産性と都市の競争力の向上等

ⅲ） 民間投資の喚起による都市の競争力の向上等

■未来投資戦略2017 ―Society 5.0 の実現に向けた改革― （平成29年6月9日閣議決定）

（※以下の項目において、骨太の方針と同様の記載あり）
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２ 中間報告の概要

① 平成28年度地籍調査（563市区町村における計約62万筆）において、登記簿上の所有者の所在が不明な土地は約
20%。

② 他方、法務省約10万筆サンプルの調査と国土交通省「最後の登記からの経過年数と不明率による相関関係」を組
み合わせて試算した結果、不明率は29%。

③ ①の結果を、「総人口、65歳以上死亡者数との相関関係（いずれも市区町村別）」により全国の市区町村に拡大した
結果、不明率は約20%。面積換算では、九州の土地面積と同等の水準。

※ここでの対象は、「所有者台帳（不動産登記簿等）により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土
地」であり、別途調査をすれば判明するケースも多く、対象地全てが直ちに問題というわけではない。

所有者不明土地問題研究会中間整理
～所有者不明土地はどれだけ存在し、何が問題なのか議論の前提となる実態把握からのアプローチ

１ 設置目的・提言経緯

所有者不明土地問題への対応が喫緊の課題であることを踏まえ、プラットフォームである「所有者不明土地問題研
究会」を設置し、実態を調査し、それが将来の日本社会に与える経済的・社会的な影響の深刻さを推計し、できる限り
分かりやすく国民に提示すること等を目的として検討を進めることとした。

平成29年１月に設置し、検討を進め、6月26日(月)に中間整理の概要を公表。

３ 検討体制

座 長 増田寛也

（野村総研顧問）

顧 問 加藤勝信（内閣府特命担当大臣）

有識者 安念中央大学教授

北村上智大学教授

幸田神奈川大学教授

水津慶応大学教授

能見学習院大学教授

原田民間都市開発推進機構理事

４ 今後議論を深めるべき４つの課題

制度や仕組みの課題として見えてきたのは
以下の４点。現行制度での対応と限界点の整
理等を進め、本年秋頃を目処にとりまとめる予
定の提言に反映していく。

① 所有者の探索の円滑化
② 所有者不明土地の管理・利活用
③ 所有者不明土地の増加防止
④ 土地所有者のあり方の見直し

専門家 不動産鑑定士、
土地家屋調査士、
司法書士、弁護士、税理士、
公共用地補償機構、行政書士

の全国組織
自治体 神戸市長、三鷹市長、

高梁市長、大豊町長
オブザーバー

総務省、法務省、農水省、林野庁、
国交省、全国市長会
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